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引用文献リスト及び凡例 
 
本文中に用いられる略語は以下のものである。 

 
JP-DRP：JPドメイン名紛争処理方針（JPNIC 制定） 

https://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp.html 
 

JP-DRP手続規則：JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則（JPNIC 制定） 

https://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp-rule.html 

 

補則：JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則（日本知的財産仲裁センター制定） 

https://www.ip-adr.gr.jp/data/service/jpdomain/JP-DRP_Supplemental_Rules20201001.pdf 
 

手数料規則：JPドメイン名紛争処理手続手数料規則（日本知的財産仲裁センター制定）  

https://www.ip-adr.gr.jp/data/service/jpdomain/JP-DRP_Fee_Rules20201001.pdf 
 

最終報告書：JP-DRP裁定例検討最終報告書（JPNIC 発行、2006年） 

https://www.nic.ad.jp/ja/drp/JP-DRP_team_finalreport.pdf 
 

裁定例検討報告書2019：JP-DRP裁定例検討報告書（2018年度DRP検討委員会DRP裁定例検討専門
家チーム 発行、2019年） 

https://www.nic.ad.jp/ja/drp/decision-examin-report-2019.pdf 
 

UDRP：Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy（ICANN 制定） 
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2024-07-01-ja 

 
UDRP手続規則：Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy（ICANN 制定） 

https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2024-06-25-ja 
 

WIPO Overview 3.1：WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions（2026年）
（WIPO 発行） 

https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/https://www.wipo.int/amc/en/domains
/search/overview3.0/ 

 

JP-DRP 申立一覧 

https://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/ 
 

JP-DRP裁定検索システム 

https://jpdrp-db.nic.ad.jp/ 
 

２００６年度DRP検討委員会答申 

https://www.nic.ad.jp/ja/drp/20070123/JP-DRP-report.pdf  

https://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp.html
https://www.nic.ad.jp/ja/drp/jp-drp-rule.html
https://www.ip-adr.gr.jp/data/domain/JP-DRP_Supplemental_Rules20201001.pdf
https://www.ip-adr.gr.jp/data/domain/JP-DRP_Fee_Rules20201001.pdf
https://www.nic.ad.jp/ja/drp/JP-DRP_team_finalreport.pdf
https://www.nic.ad.jp/ja/drp/decision-examin-report-2019.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2024-07-01-ja
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2024-06-25-ja
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
https://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/
https://www.nic.ad.jp/ja/drp/20070123/JP-DRP-report.pdf
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I JP-DRPの成り立ちと構成 

 
1. 効力と目的 

 
JPドメイン名紛争処理方針（JP-DRP）は、株式会社日本レジストリサービス（以下、

「JPRS」と呼びます）が定める「属性型（組織種別型）・地域型JPドメイン名登録等

に関する規則」の２６条、２９条の２、２９条の４、４０条及び４０条の２、ならびに

「汎用JPドメイン名登録等に関する規則」の２３条、２５条の２、２５条の４、２６条、

３７条及び３７条の２において引用されていることで、これらの登録規則の一部を構成

しており、その結果、全てのJPドメイン名登録者を拘束するものになっております。そ

の目的は、JPドメイン名に関するある種の紛争に解決手段を提供することにあります。 

 

 
JP-DRPは、２０００年１０月に初版の適用開始後、幾度か改訂が行われています。

現行版は２０２０年１０月から実施されているものです。JP-DRP９条により、改訂の

前に登録されたドメイン名に対しても、申立書の紛争処理機関への提出により手続が開

始された時の版が適用されます。JP-DRPに従って紛争を解決するための「JPドメイン

名紛争処理方針のための手続規則」（「JP-DRP手続規則」）は、２０２６年２月に改

正されたものが２０２６年４月から実施されます。 

 
2. JP-DRPの基本的な考え方 

 
(1) UDRPとミニマル・アプローチ 

 
JP-DRP、及び「JP-DRP手続規則」は、Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers（以下、「ICANN」と呼びます）における「.com」「.net」「.org」といっ

たドメイン名のための"Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" 

（「UDRP」）、及び"Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" 

（「UDRP手続規則」）をモデルとして制定されました。 

 
UDRPの制定の背景には、ドメイン名を先に登録して商標権を持つ者に高額で転

売しようとするサイバースクワッターの跳梁という問題がありました。これを防ぐ

ために、登録の段階で申請者が当該ドメイン名を登録するに相応しい者か否かの実

質審査を行うことが一つの方策として考えられます。しかし、それを全てのドメイ

ン名に行うには莫大な手間と時間がかかります。そこで、UDRPは、不服が出た場

合に限って、事後的に、当該登録者が登録を認められるべきではない濫用的な者か

否かの実質審査をするドメイン名登録の補完システムとして制定されました。 
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実質審査の基準をどうすべきかについては、UDRPの制定過程でも多くの議論が

ありました。当初は、上記の制定の背景から、商標権の有無や要保護性の「強さ」

を基準にすることなども検討されました。しかし、商標については、法制が国ごと

に異なる上に、指定商品・指定役務ごとに登録すべきものであるといった点で、ド

メイン名の技術的な仕組みとの親和性に乏しい部分があり、この方向での検討は難

航しました。結局、様々な議論の結果、「不正の目的」という登録者側の動機に焦

点を当てた判断基準が考案され、現在の形の原型になりました1。 

 
もっとも、登録者の動機に焦点を当てるこのような基準を用いると、登録者の動

機がどのようなものであったかを客観的に証明することが困難な場合があります。

他方、UDRPの対象たるドメイン名の登録者は世界的に散らばっているため、電子

メールによって審査を行うような制度設計が必要とされました。さらに、インター

ネットという、通信速度を価値とする媒体において生じている事象を判断対象とす

ることから、審査のスピードも強く要求されました。 

 
これらの諸条件を勘案した上で完成したUDRPにおいては、悪質性が極めて高い

ドメイン名登録を排除することのみに機能を限定した簡易・迅速な手続が採用され

ました。UDRP制定時のICANNの文書では、この点を「ミニマル・アプローチ」と

いう言葉で表現しています。また、そのように機能を限定しているからこそ、簡

易・迅速な手続の下での悪質な登録者のドメイン名登録の剥奪が可能になるともい

えるでしょう。 

 
そして、このミニマル・アプローチという理念は、JP-DRPの制定の際において

も、踏襲されました。 

 
(2) ミニマル・アプローチの実体面での具体化 

 
それでは、ミニマル・アプローチという言葉に表現されている、悪質性が極めて

高いドメイン名登録の排除のみに機能が限定されたことは、JP-DRPにおいて、ど

のように具体化されているのでしょうか。まず、実体面においては、JP-DRP４条a.

における登録排除のための３つの実体的要件において、それは体現されているとい

えます。 
 

(i) 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表

示と同一または混同を引き起こすほど類似していること 

(ii) 登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこ

と 
 

1 以上の経緯については、David W. Maher, "The UDRP: The Globalization of Trademark Rights," 33 International Review of 
Intellectual Property and Copyright 924-940 (2002) を参照。なお、同論文は、http://dmaher.org/Publications/globaliz.pdf か
らも入手が可能です。 

http://dmaher.org/Publications/globaliz.pdf
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(iii) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること 
 

このうち、(i)の要件の具備が問題になるような状況がなければ、そもそも紛争は

発生しませんから、この要件が必要とされることについては簡単に理解ができま

す。 

 
また、(iii)の要件についても、制度の根幹に登録者側の動機に焦点を当てた判断

基準を用いることで決着したという上記のUDRP制定過程の議論から、理解が可能

でしょう。 

 
問題は(ii)の要件の存在です。この要件の存在は、登録者のドメイン名が、「申

立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こ

すほど類似している」場合であり、かつ、「登録者の当該ドメイン名が、不正の目

的で登録または使用されている」場合であっても、ドメイン名登録が排除されない

場合があることを意味しています。すなわち、(iii)の要件に加え、(ii)の要件が定め

られていることは、当該ドメイン名に関係する「正当な利益」を有する者であれば、

たとえ「不正の目的」を有することが疑わしい者であっても、悪質性が極めて高い

者とまではいえないとして、その登録は排除しないことを意味します。 

 
したがって、このようなJP-DRPは、ドメイン名に関する知的財産紛争の全面的

な解決を意図するものではありません。本格的な証拠調べや反論の機会などの手続

が仕組みとして保障されている裁判手続において不正競争の防止といった観点から

登録者のドメイン名の使用が差し止められるような場合であっても、上記の目的か

ら極めて悪質な事案であると評価されるようなものでない限り、JP-DRPの下では

ドメイン名の登録は奪われません。逆に言えば、JP-DRPの下では申立が棄却され

たドメイン名登録について、後の訴訟手続の結果、ドメイン名の使用が差し止めら

れるといった事態が生ずることは、制度設計上は織り込み済みであるとも言えます。 

 
(3) 手続の特徴 

 
ミニマル・アプローチという理念の結果、手続面において、JP-DRPには以下の

ような特徴を見出せるといえます。 

 
a. 簡易 

 
原則として、審理は当事者からの提出書類のみに基づいて行われます。 

 
b. 迅速 

 
原則として申立から５５日（紛争処理機関が定める営業日ベース）以内に裁定
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結果が出されます。 

 
c. 低費用 

 
例えば、日本知的財産仲裁センターでは、１件の申立について１名パネルによ

る審理の場合、手数料（税抜）は１８万円です。（２０２６年３月現在） 

 
d. 非拘束 

 
パネル裁定に判決や仲裁判断と同様の既判力はなく、裁定結果に不服の場合に

は裁判所へ出訴することができます。 

 
e. 救済手段の限定 

 
救済は、ドメイン名登録の移転および取消に限定されています。損害賠償請求

はJP-DRP手続の対象外です。 

 
f. 裁判との関係 

 
当事者は、JP-DRPの手続開始前、係属中または終結後のいずれの段階において

も、ドメイン名の登録に関して裁判所へ提訴することができます。JP-DRP手続係

属中に裁判所に提訴された場合には、パネルはその裁量により、手続の中断もし

くは終了または続行を決定します（JP-DRP手続規則１８条(a)。続行した例として、

「SONYBANK.CO.JP」事件（JP2001-0002））。また、JP-DRP手続終了後、被申

立人（登録者）が裁定に不服（ドメイン名の取消・移転という裁定に不服）で、

裁定結果通知後の１０日間（JPRSの本店の営業日で計算）の間に裁判所へ出訴し

た場合には、この間に登録者から出訴した旨の文書の正本の提出があれば、裁定

結果の実施は見送られます。 

 
g. 認定紛争処理機関 

 
JP-DRPの紛争処理手続は、JPNICの認定した紛争処理機関が行います。現在、

紛争処理機関は日本知的財産仲裁センターのみですが、手続規則としては、むし

ろ複数の紛争処理機関の存在を前提に、サービスの向上や効率的な運営のために

競争原理が持ち込まれることが期待されています2。 

 
2 ２０００年８月、日本知的財産仲裁センター（当時は「工業所有権仲裁センター」）はJPNICとの間で、JP-DRPに
基づくドメイン名紛争処理業務を行うことについて協定書の締結を行い、第1号の認定紛争処理機関としてJPドメイ

ン名紛争処理業務を開始しました。一方、JPNICは２００２年4月にJPドメイン名登録事業をJPRSに業務移管しまし

たが、JPドメイン名紛争処理に関する規則制定の権限は、JPドメイン名事業移管契約によってJPNIC側に残されまし

た。現在日本知的財産仲裁センターはJPRSと直接的な契約関係にありませんが、JPNICがそれぞれと締結している協

定と移管契約により、間接的に、日本知的財産仲裁センターのパネル裁定がJPRSに対して強制力を持つことが担保

されています。なお、紛争処理機関は、紛争処理業務を行う際の細則であるJPドメイン名紛争処理方針のための手続

規則の補則（「補則」）や手数料に関する規定であるJPドメイン名紛争処理手続手数料規則（「手数料規則」）を定
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II JP-DRP手続 

 
この章では、JP-DRPの手続について、条文を引用しつつ解説します。 

 
1. JP-DRPの手続の流れ 

 
(1) 申立書の提出 

 
JP-DRPの手続を利用して、ドメイン名に関する紛争を解決しようとする申立人は、

JP-DRP、JP-DRP手続規則、及び認定紛争処理機関の定める補則並びに手数料規則に従

い、申立の根拠や求める救済の種類、指名パネリスト候補者の氏名等を記載した申立

書及び関係書類等を紛争処理機関に提出しなければなりません。具体的には、下記の

とおりとなります。 

 
a. 申立人となる者（JP-DRP手続規則３条(a)） 

 
申立人たる資格に関しては、制限はありません。なお、原則として日本語で手

続を行う必要はあるものの（JP-DRP手続規則１１条(a)）、日本に住所を有しない

者であっても申立書を提出することは可能です。 

 
申立人が、申立書等を英語等で提出するとともに、手続言語を英語等に変更す

ることを（理由も付して）要請をした場合に、日本知的財産仲裁センターは、手

続開始の際に、登録者に対して、手続言語を英語等に変更する要請に対する意見

を速やかに提出するよう求める運用を行っています。パネルは、指名された後に、

手続実施の状況を踏まえて、手続言語を英語等に変更する決定をする場合があり

ます（「ERBORIAN.JP」事件（ JP2021-0001）、「PRADABEAUTY.JP」事件

（JP2024-0001）参照）。 

 
b. 申立書に記載すべき事項（JP-DRP手続規則３条(b)） 

 
申立書に記載すべき事項については、JP-DRP手続規則３条(b)に規定が置かれて

います。特に重要なのは同条同項(ix)に規定されている３要件の記載です。これは

JP-DRP４条a.の３要件と同様の事項について申立書に記載すべきであるとする趣

旨であり、同項によれば「三項目のすべてを立証しなければならない」とされて

いるため、相当程度詳細な記述が必要となります。しかし、申立の理由について

紛争処理機関により字数制限が課されている場合があるために注意が必要です。

 
めて手続を行っています。複数の紛争処理機関がある場合には各機関の補則や手数料規則が違ってくる可能性があり

ます。 
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例えば、認定紛争処理機関である日本知的財産仲裁センターが定めた補則１０条

(a)によれば、同センターにおける手続では１０，０００字の字数制限が置かれて

います。 

 
(2) 申立書の受領・申立書の方式審査・手数料の支払い・登録者への通知 

 
申立書及び関係書類等が紛争処理機関に提出された場合、紛争処理機関は申立書の

方式審査を行います（JP-DRP手続規則４条(a)）。日本知的財産仲裁センターでは、

この審査は手数料の支払いの後に行われることとされています（補則４条(a)）。 

 
申立書の方式審査の後、申立書に不備がなければ登録者に申立書が送付されます。

しかし、申立書になんらかの不備が存在する場合には、紛争処理機関は申立人にその

不備の内容を通知することになっています。申立人は５営業日以内に限り申立書の不

備を訂正することができますが、この期限内に不備が訂正されなかった場合には、紛

争処理機関がやむを得ないと認めたときを除き、当該申立は取り下げられたものとみ

なされます（JP-DRP手続規則４条(b)、補則４条(b)）。 

 
申立人は、パネルの裁定が下されるまでの間は、申立を取り下げることができま

す。ただし、登録者が答弁書を提出したあとは、申立を取り下げるには登録者の合

意が必要となります（JP-DRP手続規則１７条(a)）。 

 
(3) 答弁書提出 

 
a. 答弁書 

 
登録者は、ドメイン名登録が不正の目的で行われたものではないこと等を主張

した答弁書を紛争処理機関が申立書を登録者に送付した日（手続開始日）から２

０営業日以内に提出しなければなりません（JP-DRP手続規則５条(a)）。答弁書に

記載すべき事項についてはJP-DRP手続規則５条(b)に詳細な規定が置かれています。

なお、日本知的財産仲裁センターにおいては、申立書同様、答弁書についても、

字数制限が課されていますので注意が必要です（補則１０条(b)）。答弁書を受領

した紛争処理機関は、直ちに申立人に答弁書を送付することになっています。 

 
登録者が、答弁書等を英語等で提出するとともに、手続言語を英語等に変更す

ることを（理由も付して）要請をした場合には、紛争処理機関は、申立人に対し

て、手続言語を英語等に変更する要請に対する意見を速やかに提出するよう求め

ることになると考えられます。パネルは、指名された後に、手続実施の状況を踏

まえて、手続言語を英語等に変更する決定をする場合があります（JP-DRP手続規

則１１条(a)）。 
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b. 答弁書の不提出 

 
登録者が答弁書を提出しない場合、例外的な事情がない限り、パネルは申立書

に基づいて裁定を下すものとされています（JP-DRP手続規則５条(f)）。しかし

他方で、JP-DRP４条a.では、申立人に対しては同条a.(i)～(iii)のすべてを立証する

義務を課しています。そのため、仮に答弁書が不提出であったとしても、そのこ

とにより直ちに申立人の主張が認められ、登録者のドメイン名の移転または取消

が命じられるわけではなく、パネルが申立書に基づき事実の認定等を行ったうえ

で裁定が下されることになります（この点については、JP-DRPの母法ともいえ

るUDRPの運用においても同様です。詳しくは４「JP-DRPと擬制自白」（「JP-

DRP裁定例検討最終報告書」（「最終報告書」）・４８頁）および「WIPO 

Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions」（「WIPO Overview 

3.1」）第４.３項を参照してください。）。 

 
(4) パネル及びパネリスト 

 
a. パネルの構成及びパネリストの指名 

 
JP-DRPに基づく審理・裁定は、紛争処理機関によって指名されたパネリストで

構成されるパネルにより行われます。答弁書が提出されると、紛争処理機関によ

りパネルの指名がなされます。パネリスト候補者の一覧は紛争処理機関のウェブ

サイトに公表されています。パネルを構成するパネリストの人数は、１名または

３名で、その数は両当事者が決定することができます。具体的には、両当事者が

ともに１名構成のパネルを希望した場合には１名構成のパネルとなり、いずれか

の当事者が３名構成のパネルを希望した場合には３名構成のパネルとなります。

パネルの指名はJP-DRP手続規則６条の規定に従ってなされ、原則として答弁書受

領の日から５営業日以内にパネリストが決定されます。なお、３名構成のパネル

となった場合、裁定も含めた決定は多数決により決定されることになります。 

 
b. パネリストの公平性・独立性 

 
パネリストの公平性・独立性はJP-DRPに基づく紛争処理において非常に重要で

す。そのため、パネリストには、自身に公平性と独立性について何らかの疑念を

生じさせる事由がある場合には、パネリストとして指名される際に、紛争処理機

関に対しその事由を開示する義務を課しています。また手続中に疑念を生じさせ

るような新たな事由が発生したときも、直ちに紛争処理機関に対し開示しなけれ

ばならないとされています。上記のような事由、すなわち、公平性と独立性につ

いて何らかの疑念を生ぜしめる事由がある場合には、紛争処理機関は代わりのパ
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ネリストを指名することができるとされています（JP-DRP手続規則７条）。 

 
なお、一般論としては、紛争処理機関もその公平性・独立性を十分に担保する

べく行動を求められるということはいうまでもありません。 

 
c. 当事者とパネル間の連絡 

 
JP-DRP手続規則８条は、当事者とパネルとの間の連絡について定めている規定

です。この規定により当事者とパネルとのすべての連絡は、紛争処理機関を通じ

て行われることになります。当事者及びその代理人がパネルと一方的な連絡を取

ることも禁止されています。なお、日本知的財産仲裁センターを利用する場合に

は、補則８条も参照してください。 

 
d. パネルの権限 

 
紛争処理を迅速かつ実効的に執り行うため、パネルには種々の権限が与えられ

ています。これらの具体的内容については、JP-DRP手続規則１０条に規定がある

ほか、JP-DRP手続規則には、手続言語（JP-DRP手続規則１１条）、陳述・書類の

追加（JP-DRP手続規則１２条）、当事者に対する審問の有無（JP-DRP手続規則１

３条）などの決定権についての規定が置かれています。 

当事者から手続言語を英語等に変更する要請が出されている場合に、パネルは、

指名時に当事者に対してパネルが定める手続言語への翻訳の提出を命じたり、手

続実施の状況を踏まえて、裁定において手続言語についての決定を行ったりする

ことになります（WIPO Overview 3.1第４．５項参照）。 

また、複数のドメイン名についての紛争があるとき、いずれかの当事者は、単

一の紛争処理パネルでの併合審理を申請することができ、当該申請を受けたパネ

ルは、もし当該紛争事件がJP-DRPの適用対象となる紛争事件であるならば、その

裁量により、その一部または全部について併合審理を行うことができます（JP-

DRP４条f.、「ROBERTOCAVALLI.JP」事件（JP2008-0003）参照）。 

 
(5) パネルによる審理 

 
パネルの構成が完了すると、当事者が提出した申立書、答弁書、証拠書類等をも

とに審理が行われます。パネルはその裁量により、いずれの当事者に対しても、申

立書及び答弁書以外に、陳述・書類の追加を求めることができますが（JP-DRP手続

規則１２条）、特段の事情があるとされる例外的な場合を除いては、当事者に対す

る審問は行われません（JP-DRP手続規則１３条）。 

なお、答弁書が提出されていない場合については、上記(3)b.を参照してください。 
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(6) パネルの裁定 

 
a. 概説 

 
パネルによる審理の結果、裁定が下されることになります。例外的な事情があ

る場合を除いて、パネルの指名があった日から１４営業日以内にパネルは紛争処

理機関に対して、裁定を通知しなければなりません（JP-DRP手続規則１５条(b)）。 

 
b. 裁定の基準 

 
パネルの裁定は、提出された陳述・文書および審問の結果に基づき、JP-DRP、

JP-DRP手続規則および適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理に従っ

てされなければならないとされています（JP-DRP手続規則１５条(a)）。そのう

ち、もっとも重要な規範は、JP-DRP４条a.、b.、c.です。 

 
裁定において、パネルがドメイン名の移転または取消を認めるにあたっては、

JP-DRP４条a.に掲げる以下の３つの要件がすべて満たされていなければならず、

１つでも要件が満たされていなければ、棄却されることになります。 

 
(i) 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表

示と同一または混同を引き起こすほど類似していること 

(ii) 登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこ

と 

(iii) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること 

 

具体的に、どのような行為が、上記(iii)の「ドメイン名の不正の目的による登

録・使用」に該当するかは、JP-DRP４条b.に以下のように規定されています。こ

れらの事項が証明される場合には、パネルは、登録者のドメイン名の登録または

使用が不正の目的であると認めることになります。なお、これらは例示であり、

他の場合を排除するものではないので注意が必要です。 

 
(i) 登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、当該ドメイン名に直接か

かった金額（書面で確認できる金額）を超える対価を得るために、当該ドメ

イン名を販売、貸与または移転することを主たる目的として、当該ドメイン

名を登録または取得しているとき 

(ii) 申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できないよう

に妨害するために、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登録者がそのよ

うな妨害行為を複数回行っているとき 

(iii) 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当該ドメイ
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ン名を登録しているとき 

(iv) 登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはその他の

オンラインロケーション、またはそれらに登場する商品およびサービスの出

所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生

ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザーを、そのウェブサイ

トまたはその他のオンラインロケーションに誘引するために、当該ドメイン

名を使用しているとき 

 

一方、申立人の主張に対して、登録者側よりJP-DRP４条c.に規定のある以下の

事項につき、答弁書において主張がなされ、パネルが審理の結果、以下の事項を

認定した場合には、「登録者は当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益

を有している」と認めることとなります。なお、これらも例示であるため、他の

場合を排除するものではありません。 

 
 

(i) 登録者が、当該ドメイン名に係わる紛争に関し、第三者または紛争処理機関

から通知を受ける前に、商品またはサービスの提供を正当な目的をもって行

うために、当該ドメイン名またはこれに対応する名称を使用していたとき、

または明らかにその使用の準備をしていたとき 

(ii) 登録者が、商標その他表示の登録等をしているか否かにかかわらず、当該ド

メイン名の名称で一般に認識されていたとき 

(iii) 登録者が、申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすこ

とにより商業上の利得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値

を毀損する意図を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用

し、または公正に使用しているとき 

 

上記の４条a.、b.、c.については、本解説「Ⅲ JP-DRP４条に関するFAQ」も

参照してください。 

 
c. 裁定をするにあたっての独自の調査の可否 

 
パネルが裁定をするにあたっては、申立人または登録者が提出した申立書、答弁

書、証拠として提出された文書をもとに裁定がなされるのが原則です。しかし、パ

ネルが独自に、公開された記録について限定的な調査を行って知り得た情報を裁定

の際に考慮することは、JP-DRP、JP-DRP手続規則などには明確な規定が置かれて

いる訳ではありませんが、可能であると理解されています（WIPO Overview 3.1第

４．８項参照）。 

 
d. パネルが追加提出を要求していない文書等が当事者により提出された場合 
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当事者が自発的に陳述・書類を追加提出することは一般的に推奨されていませ

んが、パネルが追加提出を要求していないにもかかわらず、当事者が申立書、答

弁書およびそれに付随する証拠書類以外に追加提出の要求を求める上申書または

追加提出物を提出することがあります。当事者からの文書の追加提出についての

規定は、パネルの指示に沿って行われる文書の追加提出について定めたJP-DRP

手続規則１２条以外に見あたりません。手続の効率性と公平性の観点から、仮に

パネルの指示なくして文書が当事者から提出された場合には、紛争処理機関は、

追加提出の要求を求める上申書または追加提出物をパネルに転送し、パネルは、

受理できるかどうかを検討することになります（WIPO Overview 3.1第４．６項参

照）。 

 
e. その他 

 
仮に、紛争内容がJP-DRP４条a.の範囲を逸脱しているものであるとの結論、す

なわち紛争内容が本来JP-DRPで取り扱うべき事案ではないとの結論にパネルが達

した場合には、その旨が裁定に記載されることになります（JP-DRP手続規則１５

条(e)第３文）。 
 

また、申立内容が、JP-DRPを不正の目的で利用して登録者からそのドメイン名

を奪いとろうとする行為や、登録者に対する嫌がらせ行為に該当するようなもので

あるとの結論に達したときには、パネルはその裁定において、不正の目的による申

立であり、このJPドメイン名紛争処理手続の濫用に該当するものである（UDRPで

言うところのいわゆるReverse Domain Name Hijackingと同旨です。）との判断を示

すことになります（JP-DRP手続規則１５条(e)第４文、「別れさせ屋.JP」事件

（JP2017-0001）参照）。 

 
なお、JP-DRP手続規則１５条(e)第１文によれば、「裁定および反対意見は、紛

争処理機関が定めた補則に規定されている字数制限に従ったものでなければなら

ない。」との規定があります。しかし、日本知的財産仲裁センターの補則では、

裁定および反対意見については、字数制限はありません（補則１０条(c)）。 

 
(7) 裁定の通知と公表 

 
パネルによる紛争処理機関に対する裁定の通知があった場合には、紛争処理機関

は３営業日以内に、裁定の全文を両当事者、JPNIC及びJPRSに通知することになり

ます。これを受けてJPRSは、裁定結果の実施日を両当事者（実施日の決定方法につ

いては、後掲(8)参照。）、JPNICおよび紛争処理機関に通知することとなります 

（JP-DRP手続規則１６条(a)）。 
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その後、JPNICは裁定と裁定結果の実施日をウェブサイトで公表します（JP-DRP

手続規則１６条(b)）。 

 
(8) 裁定結果の効力 

 
パネルが、登録者のドメイン名登録の移転または取消の裁定を下した場合には

JPRSはパネル裁定の実施を紛争処理機関からの裁定通知後少なくとも１０日間

（JPRSの本店の営業日で計算）は保留します（裁定結果実施保留期間。JP-DRP４条

k.）。裁定結果の実施日はJPRSが裁定通知後１１日以降１５日以内となる日（JPRS

の本店の営業日で計算）を指定します（JP-DRP手続規則１６条(a)）。 

 
裁定結果の実施はJPRSが行います。ただし、上記の裁定結果保留期間内にJPRSに

対し、登録者から申立人を被告として裁判所へ出訴したとの文書（裁判所受領印の

ある訴状など、正本のみならず、写しでも構いません。）の提出があった場合には、

JPRSは裁定結果の実施を見送ります。反対に、裁定結果保留期間内にそのような文

書の提出がない場合には、JPRSは裁定結果の実施日に裁定結果を実施します。 

 
2. その他の紛争解決手続との関係 

 
(1) 裁判との関係 

 
ドメイン名紛争の解決に当たっては、かならずしもJP-DRPに基づく紛争処理を利

用しなければならないものではありません。裁判・仲裁などの紛争解決手続を利用

しても、ドメイン名紛争の解決を図ることは可能で、それら紛争解決手続の結果に

より、ドメイン名の移転または取消が行われることも想定されています。すなわち、

適法な管轄権を有する裁判所または仲裁機関によって下された、ドメイン名の移転

または取消を命ずる判決または裁定文をJPRSが受領した場合には、ドメイン名の移

転または取消の措置をJPRSが行うことが定められています（JP-DRP３条b.）。 

 
上記のことに関連して、JP-DRP手続における裁判係属の効果については、以下のよ

うに定められています。当事者は、JP-DRPの手続開始前、係属中または終結後のいず

れの段階においても、ドメイン名の登録に関して裁判所へ提訴することができます

（JP-DRP４条k.）。裁判所への提訴が、JP-DRPの手続開始前である場合には、当事者

は申立書および答弁書にその旨を示し（JP-DRP手続規則３条(b)(xi)、５条(b)(vi)）、

JP-DRPの係属中に行われた場合には、紛争処理機関へその旨を通知しなければなりま

せん（JP-DRP手続規則１８条(b)）。そして、これらの場合には、パネルはその裁量に

より、手続の続行または中断もしくは終了を決定することになります（JP-DRP手続規

則１８条(a)）。 
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また、前掲１.(8)でも述べましたように、JP-DRP手続終了後、被申立人（登録者）

が裁定に不服（ドメイン名の取消・移転という裁定に不服）で、裁定結果通知後の１

０日間（JPRSの本店の営業日で計算）の間に裁判所へ出訴した場合には、この間に

登録者から出訴した旨を証する書面の提出があれば、裁定結果の実施は見送られま

す。なお、裁定後の出訴における「合意裁判管轄」については、東京地方裁判所また

はドメイン名登録者の住所を管轄する裁判所となります（JP-DRP４条k.、JP-DRP手

続規則３条(b)(xii)）。 

 
(2) 和解その他の紛争解決手段 

 
パネルの裁定前に両当事者が和解するとの合意に至った場合には、パネルは手続

を終了します（JP-DRP手続規則１７条(b)）。 

 
III JP-DRP４条に関するFAQ 

 
この章は、JP-DRP４条a.が定める、申立人が登録者のドメイン名登録の取消または当該

ドメイン名登録の申立人への移転を請求するための３つの実体的要件について、一問一答

（FAQ）形式で解説します。 

 
1. 第１要件（登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標

その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること）について 

 
(1) 「商標その他表示」とは何を意味するのでしょうか。 

 
JP-DRPでは、「商標」という限定的な用語を用いず、それよりも広い概念を意味

する「商標その他表示」との文言が意図的に用いられています。過去の裁定例にお

いて、ここにいう「商標その他表示」として認められたものは、登録商標の他に、

申立人が自己のサイトにおいて用いているドメイン名（「goo.co.jp」事件（JP2000-

0002）、「yabusame.jp」（JP2007-0005））、有限責任中間法人である申立人の名称

（「nihon-hikiya.gr.jp」事件（JP2004-0002））、申立人が使用するドメイン名の一部

（「sakurane.jp」事件（JP2005-0009））などがあります。そのほかに、個人の名前

（ 「 DAIMON-MIKISHI.JP 」 事 件 （ JP2024-0002 ） ） 、 法 人 の 商 号

（「CYBERLINK.JP」事件（JP2006-0008）、「nikkensekkei.jp」（JP2012-0013）、

「ASAHIPAPER.JP」事件（JP2021-0013）、「vero-software.jp」事件（JP2022-0001））

等も、「商標その他表示」にあたるものと考えられます。 

 
UDRPは、申立の第１要件として、登録者のドメイン名が、申立人が権利を有す

る商標（trademark or service mark）と、同一または混同を引き起こすほどに類似して
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いることを挙げており、文言上、「商標」に限定しています。しかし、この「商標」

の意味について、申立人が登録商標を保有していれば、必要な最低基準は満たして

いるとされ（WIPO Overview 3.1第１．２項）、さらに、登録された商標に限らず、

未登録またはコモンロー上の商標権でもここにいう「商標」と認められる可能性が

あるとされ（WIPO Overview 3.1第１.３項）、個人の名前についても、未登録または

コモンロー上の商標権が認められる場合があるとされており（WIPO Overview 3.1第

１．５項）、UDRPにおいても、「商標」の意味は広く解釈されています。 

 
(2) 「商標その他表示」について周知性・著名性を検討する必要はありますか。 

 
申立書で商標その他表示の周知性・著名性について主張されることはありますが、

第１要件の判断においては、申立人が、（外国商標を含む）商標その他表示を保有

するかどうかを検討すれば足ります。ちなみに、不正競争防止法２条１項１９号は、

ドメイン名の不正取得等の行為に関して「特定商品等表示」を「人の業務に係る氏

名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するもの」と定義しています。

この場合は、周知性・著名性があることは、第３要件の「不正の目的」や、第２要

件の「権利または正当な利益」の検討において斟酌すべき事情であり、たとえ申立

人の表示に周知性・著名性がなくても保護されるべき場合はあると考えられますの

で、第１要件において検討する必要はありません（なお、WIPO Overview 3.1第１．

３項や第１．７項も、申立人の商標の強さは、第２要件と第３要件に基づいて判断

されるとしています）。 

 
(3) 「同一または混同を引き起こすほど類似している」か否かはどのように判断す

るのでしょうか。 

 
この点については、UDRPで広く採用されている、客観テストと呼ばれる手法が、

以下の理由で推奨されます。客観テストとは、申立人商標とドメイン名の表示それ

自体を端的に見比べて、ドメイン名の表示の構成上、ドメイン名に申立人の「商標

その他表示」（あるいはそれに近いもの）が流用されていることが客観的に認識で

きるならば、いわば機械的に第１要件を認めるという手法です。この手法では、ド

メイン名に接した需要者から見て出所の混同を生じるかどうかという事情は、第２

要件や第３要件の判断において斟酌されることになります。 

 
これに対し、具体的な取引状況を想定してドメイン名に接した需要者が出所の混

同を生じるかどうかという点までも第１要件で判断してしまう、主観テストと呼ば

れる立場があります。 

 
客観テストも主観テストも、多くの場合において結論は変わりませんが、客観テ
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ストの方が、各要件の役割分担が明確になることによって、判断の流れが明快にな

ります。この点において、客観テストが支持されます。 

 
なお、UDRPにおいて実例のある、申立人の商標に"suck"等の卑語を付したドメイ

ン名を登録・使用する例、いわゆる"suck case"において、主観テストでは、第１要

件が認められないことにより申立が棄却されてしまいます。しかし、客観テストで

は、第１要件は認めたうえで、第３要件や第２要件において、登録者が当該ドメイ

ン名を使用して運営しているウェブサイトの内容が、表現の自由の観点から保護す

べきかどうか、といったきめ細やかな検討をすることが可能となります。この点で

も、客観テストのほうが主観テストより優れているといえます。UDRPでも、「客

観テスト」への流れが見られると言われています。詳細は、横山久芳「JP-DRP及び

UDRPに基づく裁定における商標とドメイン名の類否の判断」（最終報告書・２７

頁）をご参照ください。 

 
日本の商標法においては、外観、称呼及び観念に基づいて商標の類否判断を行う

ことが一般的ですが、ドメイン名紛争処理における「混同を引き起こすほどの類似

性」の判断は、通常、ドメイン名と関連する商標のテキスト要素を並べて比較し、

係争ドメイン名内で商標が認識可能かどうかを評価し、場合によっては、申立人の

商標と係争ドメイン名のより全体的な聴覚または音声の比較も含まれると考えられ

ています（WIPO Overview 3.1第１．７項）。また、ドメイン名では大文字と小文字

を区別しないことにも留意が必要です。 

 
(4) 申立人は、「商標その他表示」について、いつまでに「権利または正当な利

益」を取得する必要があるのでしょうか。 

 
JP-DRPは、申立人が「商標その他表示」に関する「権利または正当な利益」を取

得する時期については特に触れていません。従って、第１要件の認定にあたり、商

標その他表示に対する権利または正当な利益の取得時期を考慮する必要はありませ

ん。 

 
JP-DRPでは、登録者が登録時に「不正の目的」を有する場合に限らず、その後申

立までに「不正の目的」を有するに至った場合であっても、第３要件は認められる

ことがあるとされています。この意味を十分生かすために、第１要件においては、

商標その他表示に対する権利または正当な利益がドメイン名の登録よりも後に取得

された場合も含めるのが妥当です。 

 
2. 第３要件（登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されている

こと）について 



21 

 

 

 
JP-DRP４条ａ.が定める３要件のうち、第１要件（登録者のドメイン名が、申立人が

権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似

していること）と第３要件（登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用

されていること）は、申立が認められるための積極要件であり、他方第２要件は、登録

者が、「当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益」を有している場合には申立

が認められないという意味での消極要件であると位置付けられます（詳細については、

本解説「I JP-DRPの成り立ちと構成」をご参照ください。）。そこで、本解説では、第

１要件の次に第３要件について記載し、その後に第２要件について記載することにしま

す。 

 
(1) 「不正の目的」とは何でしょうか。 

 
a. 申立までに登録者が何らかの要求を行ったことは、「不正の目的」にどの

ように影響するのでしょうか。 

 
JP-DRP４条ｂ.(i)は、「登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、当該

ドメイン名に直接かかった金額（書面で確認できる金額）を超える対価を得るた

めに、当該ドメイン名を販売、貸与または移転することを主たる目的として、当

該ドメイン名を登録または取得しているとき」には「不正の目的」があると認め

なければならないと定めています。従って、有償でのドメイン名の売却を申し出

たという事実は、「不正の目的」に大いに関係します。しかし、ドメイン名の売

却を申し出たというだけで「不正の目的」があったとはいえず、有償でのドメイ

ン名売却が「主たる目的」でなければなりません。たとえば、申立人の誘導によ

り登録者が金銭による解決を提案したような場合に、それだけを根拠に、「不正

の目的」ありと判断するのは適切ではないでしょう。 

 
なお、「取得している」とありますので、登録時に有償でのドメイン名売却と

いう目的を持っておらず、その後にそのような目的を持つに至った場合も含むも

のと解されます。 

 
b. 登録者が類似の妨害行為を複数回行っているというだけで、「不正の目

的」ありと言えるのでしょうか。 

 
JP-DRP４条ｂ.(ii)は、「申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名とし

て使用できないように妨害するために、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登

録者がそのような妨害行為を複数回行っているとき」は、紛争処理機関のパネル

は、第３要件を認めなければならないと定めています。１つの「商標その他表示」

をターゲットに２つのドメイン名を登録しているというだけでは、形式的には「妨
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害行為を複数回行っているとき」といえるかもしれませんが、「不正の目的」があ

ると認めるには足りないというべきでしょう。しかし、ひとりの登録者が、異なる

複数の「商標その他表示」に対し、それぞれ別の妨害行為を行っており、いわばそ

のような妨害行為を行うことがパターン化、常態化しているような場合には、「不

正の目的」があるといってよい場合が多いと思われます（「biglobene.jp」他事件

（JP2005-0003～JP2005-0010）、「EATALY.JP」事件（JP2016-0006）、

「NICOLAS-GHESQUIERE.JP」他事件（JP2019-0007）等参照。）。 

 
c. ドメイン名が実際には使われておらず、ドメイン名の登録者がドメイン名

を転売したり商標保有者と接触したりするといった実際の動きに至ってい

ないとき（いわゆる"passive holding"）も、「不正の目的」での使用と言え

るでしょうか。 

 
ドメイン名を実際には使っていなくても、それだけで「不正の目的」がないとい

うことにはなりません。裁定パネルは、その他の状況を総合考慮して、登録者がド

メイン名を「不正の目的」で使用したか否かを判断すべきです

（「SONYBANK.CO.JP」事件（JP2001-0002）、「WALMART.JP」事件（JP2005-

0001）、「SURUGABANK.JP」事件（JP2010-0007）、「PINTEREST.CO.JP」事件

（JP2013-0009）、「BYTEDANCE.JP」事件（JP2020-0009）、

「VICTORIASSECRET.JP」事件（JP2023-0007）、「DOCOMO-SYS.CO.JP」事件

（JP2024-0008）参照）。UDRPにおいては、(i)申立人の商標の識別性または評判の

程度、(ii)被申立人（登録者）が答弁書を提出しなかったこと、または実際のもし

くは予定されている正当な使用の証拠を提示しなかったこと、(iii)被申立人（登録

者）が身元を隠す積極的な手段を取ったこと、(iv)虚偽のまたは不正確な連絡先を

使用した（登録契約に違反している）ことなどの事情が考慮されて「不正の目的」

の認定がされています（WIPO Overview 3.1第３．３項）。 

 
(2) 申立人が商標その他表示について「権利または正当な利益」を取得する前に、

登録者がドメイン名を登録した場合であっても、「不正の目的」ありと判断さ

れるのでしょうか。 

 
原則として、申立人が商標その他表示について「権利または正当な利益」を取得

する前にドメイン名が登録されたときは、ドメイン名の登録は「不正の目的」によ

るものとはいえません。申立人の権利はまだ生じておらず、登録者がそれを考慮で

きたはずはないからです。例外的に、ドメイン名の登録が、(i)企業合併の発表の直

前または直後、(ii) 被申立人（登録者）の（例えば元従業員の）内部情報を得た後、

(iii)（例えば製品の発売や注目のイベントに関連して）メディアの注目度が高まった

後、または (iv)申立人が商標登録出願を行った後などのドメイン名の登録であれ

ば、申立人の権利が生じていなくても、「不正の目的」を認めることができるでし
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ょう（WIPO Overview 3.1第３．８．２項）。 

 
ただし、ドメイン名が登録された後に申立人が「権利または正当な利益」を取得

し、その後、登録者のドメイン名の「使用」について「不正の目的」があると認め

られることはあり得ます。JP-DRPでは、UDRPと異なり、「登録」と「使用」のい

ずれかについて「不正の目的」があれば第３要件が満たされるからです。 

 
3. 第２要件（登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有して

いないこと）について 

 
(1) ドメイン名に「関係する」権利または正当な利益とはどういう意味でしょうか。 

 
JP-DRPの旧規定４条a.(ii)で採用する「ドメイン名の登録についての権利または正

当な利益」という文言は、あたかも登録ドメイン名それ自体に対する権利を問題に

しているかの誤解を与えてしまうものでした。しかし、ここで問題にすべきは、そ

のドメイン名の選択が妥当といえるだけの独立の利益を有しているか否かです。 

 
そこで、２００６年に行われたJP-DRPの改訂において、これを、（JP-DRP４条c.

見出しおよび同c.本文とともに）「ドメイン名に関係する権利または正当な利益」に

統一的に変更されました（「２００６年DRP検討委員会答申」 

（http://www.nic.ad.jp/ja/drp/20070123/JP-DRP-report.pdf）参照。）。 

 
(2) ドメイン名に関係する「権利または正当な利益」を登録者が有しないことを、

申立人が主張・立証する必要があるのでしょうか。 

 
この要件の主張・立証責任は、あくまで申立人にあります。この点については、

JP-DRP４条a.にも、「このJPドメイン名紛争処理手続において、申立人はこれら三

項目のすべてを立証しなければならない。」と明記されています。 

 
しかし、このような要件の立証は、否定的なことを証明するという最初から不可

能な作業（「悪魔の証明」）になりかねません。従って、申立人としては、次項(3)

に列挙する「ドメイン名に関係する権利または正当な利益」として典型的に考えら

れる事項につき、そのいずれもが認められないことを主張・立証すれば、今度は登

録者が、「ドメイン名に関係する権利または正当な利益」（その例は次々項(4)に記

載されています。）を有することを主張・立証する責任を負うと考えるべきです。

登録者がそれに失敗すれば、申立は第２要件を満たしたものと判断されます。逆に、

次々項(4)に記載されているような「ドメイン名に関係する権利または正当な利益」

を、登録者が主張・立証することが予想される場合には、申立人としては、それを

見越して、それらの事由がないことを、申立書の段階で主張・立証することも可能

http://www.nic.ad.jp/ja/drp/20070123/JP-DRP-report.pdf


24 

 

 

です。 

 
(3) 申立人に主張・立証が求められる事項は何でしょうか。 

 
申立人に主張・立証が求められる事項としては、(4)で後述するJP-DRP４条c.(i)～

(iii)に例示された事情を否定する事項となりますが、ほかに関連する事項として、以

下の事項も主張・立証する必要がある事項として挙げられます。 

 
a. 登録者の氏名・法人名とドメイン名の不一致 

 
問題となっているドメイン名が、登録者の氏名・法人名と一致する場合は、原

則として、「当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益」が認められるも

のと考えられます。そこで、申立人としては、Whoisデータベースを用い、登録

されている氏名・法人名がドメイン名と一致しているか否かを確認し、この両者

が一致しない場合には、そのことを主張・立証する必要があります。 

 
なお、実際にはWhoisデータベース上の登録者の情報が正確でない事例も散見

され、登録されている氏名・法人名がドメイン名と一致している場合であっても、

登録されている名称が虚偽のものである等濫用的な登録がなされているときには、

「当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益」はないと認定することもで

きると考えられますので、そのような場合には、申立人はそのことを主張・立証

する必要があります。 

 
b. ドメイン名中の登録者が保有する登録商標の不存在 

 
問題となっているドメイン名の全部または一部に、登録者の有する登録商標が

含まれている場合は、原則として、「当該ドメイン名に関係する権利または正当

な利益」が認められるものと考えられます。そこで、申立人としては、特許電子

図書館等で、登録者の有する登録商標を確認し、ドメイン名中に登録者が保有す

る登録商標が存在しない場合には、そのことを主張・立証する必要があります。 

 
c. 当該ドメイン名に関してのライセンスの不存在 

 
問題となっているドメイン名を用いることについて、登録者が申立人から許諾

を得ている場合には、「当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益」が認

められるものと考えられます。そこで、申立人としては、自らが登録者にそのよ

うな許諾を与えていない場合には、そのことを主張・立証する必要があります。 
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(4) 登録者による反証にはどのようなものがありうるのでしょうか。 

 
申立人が前項(3)に列挙する事項につき主張・立証した場合に、登録者が反証すべ

き事項の例としては、以下のものが考えられます（JP-DRP４条c.参照）。 

 
a. ドメイン名と、自己の扱っている商品やサービスの関係 

 
JP-DRP４条c.(i)は、「登録者が、当該ドメイン名に係わる紛争に関し、第三者

または紛争処理機関から通知を受ける前に、商品またはサービスの提供を正当な

目的をもって行うために、当該ドメイン名またはこれに対応する名称を使用して

いたとき、または明らかにその使用の準備をしていたとき」には、第２要件を充

足していると認められなければならないと定めています。 

 
登録者が、問題となっているドメイン名を使用したウェブサイトにおいて、ま

た、ウェブサイトとは無関係に、当該ドメイン名と関連する事業を行っている場

合もあり得ます。その場合に、「商品またはサービスの提供を正当な目的をもっ

て行うために、当該ドメイン名またはこれに対応する名称を使用していた」と認

められる場合には、「ドメイン名に関係する権利または正当な利益」を有してい

るというべきです。 

 
その判断においては、そのドメイン名と関連する商品・サービスだけを提供す

るためにそのドメイン名を使用しているのか、その他の商品・サービスも提供し

ているのか、そのサイトがドメイン名登録者と商標保有者との関係を正確に開示

しているのか等が総合的に考慮される必要があります。 

 
なお、一般的（generic）な語からなるドメイン名の場合、そのドメイン名に用

いられている語を取り巻く社会的状況、登録者が他の一般的な語も登録したこと

があるかどうか、ドメイン名の用途などが考慮される必要があります。登録者が

一般的な語を使う目的が、自社の製品や事業について述べたり、その用語の一般

的価値を生かしたりすることにあった場合は、登録者に「当該ドメイン名に関係

する権利または正当な利益」があると認められやすくなると考えられます。 

 
b. 一般に認識されている登録者の名称 

 
JP-DRP４条c.(ii)は、「登録者が、商標その他表示の登録等をしているか否かに

かかわらず、当該ドメイン名の名称で一般に認識されていたとき」には、第２要

件を充足していると認められなければならないと定めています。 

 
c. 非商業的利用 
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JP-DRP４条c.(iii)は、非商業的目的による使用、または公正な使用については、

第２要件を充足していると認められなければならないと定めています。ただし、申

立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利

得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図がないこと

が必要です。 

 
以上 
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